
利用者負担
3 割

次の①②の両方に該当する人
①本人の合計所得金額が 220 万円以上
②同じ世帯にいる 65 歳以上の人の「年金収入＋その他の合計所得金額」が
　　・単身世帯：340 万円以上
　　・2 人以上世帯：463 万円以上

利用者負担
2 割

上記以外の人で、次の①②の両方に該当する人
①本人の合計所得金額が 160 万円以上
②同じ世帯にいる 65 歳以上の人の「年金収入＋その他の合計所得金額」が
　　・単身世帯：280 万円以上
　　・2 人以上世帯：346 万円以上

利用者負担
1 割

利用者負担が 3 割・2 割以外の人
40 ～ 64 歳の人（2 号被保険者）
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利用者負担段階区分 上限額（月額）

現役並み所得者 世帯 44,400 円

一般 世帯 44,400 円

住民税世帯非課税など 世帯 24,600 円
個人 15,000 円

生活保護受給者など 世帯 15,000 円
個人 15,000 円

利用者負担段階区分 上限額（月額）

現役並み所得者

課税所得 690 万円以上 世帯 140,100 円

課税所得 380 万円以上 世帯 93,000 円

課税所得 380 万円未満 世帯 44,400 円

一般

変更なし住民税世帯非課税など

生活保護受給者など

令和 3 年（2021 年）8 月利用分から令和 3 年（2021 年）7 月利用分まで
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